
400

は　じ　め　に

　2017年の「これからの精神保健医療福祉のあり方に関

する検討会」では「精神障害にも対応した地域包括ケアシ

ステムの構築」「多様な精神疾患等に対応できる医療連携

体制の構築」「精神病床のさらなる機能分化」の実現をめ

ざし，医療保護入院制度，精神保健指定医の指定のあり方

とともに措置入院制度についても検討されている．

　これに伴い，各自治体で退院後支援などの新たな支援も

開始されているが，現状の課題について検討を行いたい．

Ⅰ．措置入院制度に関する国の検討状況

1．�あり方検討会での検討内容2）

　措置入院制度については，（ⅰ）「措置診察の要否判断に

あたっての留意点や手続きの明確化」「保健所設置自治体

が主体となり，関係者が定期的に協議する場を設置するこ

とで相互理解を図ること」，（ⅱ）措置入院中の診療内容等

のガイドラインを作成すること，（ⅲ）退院後の医療や生

活に関する支援を継続するため，措置を行った都道府県

が，措置入院中から退院後支援計画を作成することと，そ

の計画は都道府県が，支援内容に関する調整会議を開催し

相談やサービス利用などについて具体的な計画を定めるこ

と，（iv）病院は退院後生活環境相談員を設け都道府県に

意見を伝達することとし，退院後は保健所設置自治体が計

画に沿って支援を継続することなどが示されている．

2．�措置入院の運用に関するガイドライン3）

　このあり方検討会報告を受け，複数のガイドラインが国

から示された．

　措置入院の運用については，各自治体の制度運用や措置

率に違いがあることが課題となっていたことから，事前調

査から診察判断における標準が示され，体制整備の必要性

や専門職による調査の必要性が示された．また，都道府県

が，自治体・精神科医療・福祉関係者・障害者団体・家族

会・警察・消防などと協議の場をもつことが望ましいとさ

れ，その場において，通報から入院までの対応方針や困難

新興医学／精神雑誌 125巻 5号　　篠崎論文　　再校　　2023年 5月 8日　　400頁

精神経誌（2023）第 125巻　第 5号

著者所属：全国精神保健福祉相談員会
編　　注： 本特集は，第 117回日本精神神経学会学術総会シンポジウムをもとに浅見隆康（群馬大学健康支援総合センター）を代表として企画さ

れた．
doi：10.57369/pnj.23-056

特　集

措置入院制度を見直す―主に連携の視点から―

行政の措置入院業務の課題と職員の専門性

篠崎　安志

　措置入院に関するガイドラインにより制度の運用や退院後支援の具体的な手順などが

示され，各自治体での支援が継続されている．人権の制限ともなりうる措置診察の決定や

その後の退院支援において，行政の課題を整理するとともに，措置入院制度の運用や退院

後の地域支援体制構築の中核を担う行政職員の専門性の確保が必要となっている現状を

検討した．

索引用語� 行政，精神保健福祉相談，措置入院，職員の専門性

5
再校



401

事例への対応のあり方について検討を行うことが求められ

ている3）．

3．�地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関する

ガイドライン

　退院後支援については，これまでも『精神保健福祉法』

（以下，法）第 47条に基づく支援が地域で行われてきた

が，実際には支援の中断等により入退院を繰り返してしま

う事例も少なくなかった．このためガイドラインでは，自

治体が中心となった退院後支援の具体的な手順が整理され

た．具体的には，「自治体が中心となり本人の同意が得られ

た方に限って支援計画を作成すること」「措置入院者だけ

でなく，医療保護入院者等にも作成することが可能である

こと」「計画を作成する場合，本人・家族・地域支援者な

どが支援内容を協議する会議に参加するように働きかける

こと」「原則として，入院中に計画を作成するが，計画作成

のための入院延長はしないこと」「支援期間は原則として

半年であること」などが明記されている4）．

　また，支援会議の参加者や開催方法については，警察の

参加は原則認めないこと，入院先病院が自治体に協力して

対応することとされた．さらに，退院後支援を行う帰住先

保健所設置自治体の役割や計画の見直しについて，本人の

同意が得られない場合は支援終了となること，計画終了後

は法第 47条に基づく支援へ移行することなどが明記され

た．

　また，精神障害者がどこの地域で生活するにあたって

も，医療，福祉，介護，就労支援など，包括的に支援を受

けられる体制を作ることも求められている．

Ⅱ．各自治体における支援内容と課題（図 1）

1．�措置入院に関する自治体の支援

　現在，これらのガイドラインに基づいて，各自治体にお

ける支援が開始されており，行政の業務は 3つに分けて考

えることができる．

　まず，措置入院以前に行われているであろう「精神保健

相談」．続いて，警察からの通報を受け，法第 23条に基づ

く措置診察の要否判断を行ったうえで，移送・措置診察を

実施する「23条対応」．そして，入院中から本人の意向を

確認し，家族，関係機関，医療機関と連携して退院後の支

援計画を作成し支援を継続していくための「退院後支援」

である．

　支援は，通報が発生した自治体によって入院中から退院

後計画作成が行われ，退院後，帰住する自治体が計画に基

づいて支援を実施することになる．事例によっては退院前

後で対応する自治体が異なる場合があり，個人情報のやり

とりを含めた連携課題がある1）．

2．�23 条対応業務についての課題（図 2）

　措置通報に至る原因については問題の多様化が起きてい

る．いわゆる軽犯罪など「司法で対応するほうがよい事

例」や発達障害・知的障害・パーソナリティ障害などのグ

レーゾーン事例といわれる事例への対応が増加し，自治体

での診察要否判断が難しくなっている．このため，措置診
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図 1　行政の措置入院業務の課題

精神
保健相談

・精神保健上の問題をもつ事例の増加
・非同意支援の求めの増加：地域関係機関との情報共有や連携
・身近な市町村での精神保健相談は「努力義務」

23条対応

・通報対象の多様化：医療だけでは対応困難な事例の増加
・通報体制の未整備：人的不足，移送体制，身体合併症の問題など
・他機関との連携（警察・中核市の問題・地域関係施設）

退院後支援

・本人同意が得られない事例の存在
・行政間，医療機関との連携や情報共有の課題
・利用できる地域資源の少なさや地域偏在

措置入院の運用に関するガイドライン

地方公共団体による精神障害者の退院後支援
に関するガイドライン
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察の要否判断だけでなく，措置診察が行われなかった場合

の支援継続についても考えながら対応しなければいけない

ことも多い．

　また，自傷他害がない，あるいはあいまいな事例や，症

状に基づかない問題，行政の相談に引き継ぐことを目的と

した連絡など，漠然とした連絡も増えている．警察には，

家庭内暴力，DV，高齢者・児童・障害者虐待等の相談が

多く持ち込まれていることもあるため精神科医療の要否に

ついて判断に迷うとともに，地域の相談支援をどう使えば

よいかの情報もなく，やむなく行政につなぐことを目的に

通報という形で連絡することが増えているのではないかと

想像される．

　一方，行政は，短時間で措置診察の要否を決めていくこ

とが求められるため，適切に判断し，適切に他の支援機関

に引き継いでいくためには，医療や福祉に関する経験や専

門性が必要とされる場合が増加している．ガイドラインで

も精神保健福祉相談員などの専門職による対応が望ましい

とされているが，現在，すべての自治体で，十分な人的資

源が確保できてはいない現状がある．

　さらに，連携については，各地域で連携会議が開催され

ているが，制度運用に焦点があてられることが多く，措置

診察に至らない事例についての検討や予防から退院後支援

までを見据えた連携について検討することが難しい状況が

ある．

3．�退院後支援の課題（図 3）

　退院後支援の状況について，精神保健福祉相談員会で

2020年度の現状を共有したが，措置入院者に対する計画

の作成割合は 9～69％と自治体間の格差がみられた．これ

は，自治体の人員体制や事前準備の差によるものと思われ

るが，その状況については今後もみていく必要があると考

えている．

　また，本人の同意が得られず退院後支援計画の作成に至

らない事例もみられる．すべての事例に退院後支援が必要

となるわけではないが，医療・福祉関係機関では継続が必

要と判断しているのに入院中に本人の同意が得られず，退

院後，法第 47条に基づく支援を検討するも相談継続が困

難となり，その結果，再入院に至る事例もみられた．

　このような場合，医療機関と連携して入院中から本人と

の対話を続ける，家族などへの支援を継続するなどの継続

的なかかわりが必要であるが，いまだ地域での支援体制が

十分とはいえない．

　医療機関との連携についても，本人等に対する退院後支

援の説明内容や時期のばらつき，支援会議の調整や進行管

理等で行政と病院の役割分担，医療機関ごとの温度差など

の課題があり，措置入院の運用以上に自治体間での格差が

多い状況がある．

4．�精神保健相談の課題（図 4）

　近年，精神疾患に関連する社会的問題は多様化し，かか

わっている支援機関も増加している．行政においても高齢

者・子ども・障害者・社会的ひきこもり，生活困窮などさ

まざまな課題において精神保健の重要性は語られるように

なってきた．また精神障害者保健福祉手帳や自立支援医療

（精神通院医療）の利用者も増加する一方である．

　また，支援の現場では本人が支援を必要と感じていない

事例について，どのように支援を続けていくかが試行錯誤

されており，いわゆる処遇困難事例とされる場合が多い．
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図 2　「23条通報にかかわる対応上の困難」の関連図
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図 3　「措置入院退院後支援の困難」の関連図
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連携状況の違い
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際の支援継続方法



403

　このような事例は保健所が支援を行い，精神保健福祉セ

ンターがコンサルテーションを担うこととなっているが，

保健所数の減少により精神保健に係る行政職員数は減って

いる．また，実際には身近な自治体である市町村が精神保

健の支援を行う場合もあるが，法律上，努力義務になって

いることなどから，地域格差が大きくなっている．

Ⅲ．これらの課題について，�
どうすればよいのか（図 5）

1．�精神保健福祉相談

　精神保健分野だけでなく，生活困窮，高齢，母子等，多

様な相談場面で「精神保健」や「精神疾患」を意識するこ

とにより，早期対応していくことで状態の悪化を防ぐこと

が必要と考える．このため，身近な市町村が「精神保健支

援の中核」となるよう，相談体制の充実が必要である．同

時に行政が多機関と連携し保健・医療・福祉関係機関の支

援体制を充実させることが重要であり，それにより，本人

の同意を得たうえでの精神科医療への早期アクセスや，保

健型アウトリーチの実施など，時間をかけた伴走的支援を

行うことが予防的支援および退院後支援の両方に効果があ

ると考えられる．

2．�23 条対応

　措置入院は，本人の行動を制限する重大な行政判断であ

るため，人権に配慮しつつ適切な判断を行う必要がある．

また，通報された問題の解消のためには，措置診察の要否

判断にとどまらず，精神科救急や緊急の福祉支援を含め，

総合的なケアマネジメントを限られた時間で行うことが求

められる．このため，この業務にかかわる職員の経験の蓄
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図 4　「精神保健相談上の困難」の関連図
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図 5　課題解決に向けた考察
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退院後支援

・医療モデルだけでなく，生活支援のなかで精神保健福祉相談を行う
・保健型アウトリーチ，近隣領域の対応力向上など対応職員のスキル向上
・市町村を中心に，多機関と連携して精神保健相談を実施する

・措置対応だけでなく，精神科救急医療，福祉サービスなどを含めたケアマネジメント
・通報にならないための地域支援や早期対応の充実
・従事する専門職員の確保

・医療機関とのさらなる連携充実と役割分担
・本人同意が得られない場合の支援継続について検討を進める
・クライシスプランの作成，連携会議など各自治体の経験を共有しマニュアル化



404

積や専門性の確保が必須と考える．

　また，行政・医療機関・警察などの関係機関の協議の場

は継続する必要がある．その際，個人情報は共有しなくと

も，措置入院にならないよう精神保健対応の時期から連携

することを，現場レベルで警察と行政が作り上げていく必

要もあるのではないか．

3．�退院後支援

　始まったばかりの支援ではあるが，まずは地域状況を踏

まえつつ平準化を図らなければならない．特に，本人同意

に至らないものの支援が必要と考えられる事例について

は，管理的にならないよう配慮しつつ，必要性を説明し続

けられる体制が必要であり，措置入院中から病院と地域が

連携してさらに本人との対話を可能とする体制が必要ある．

　また，各地域で精神障害にも対応した地域包括ケアの構

築に向けた具体的な検討が行われているが，このなかで，

退院後支援について意識し続け，地域での連携を深めてい

くとともに，行政が地域移行・地域定着支援を行う事業者

を増やしていくよう，自立支援協議会などで地域課題を共

有していくことが求められている．

　さらに退院後支援は，本人への支援のみではなく家族や

周囲への支援手法の共有も進めなければならない．これら

を意識していくことが，予防から退院後支援，生活支援に

至る，切れ目のない支援を提供することにつながっていく

はずである．

お　わ　り　に

　行政職員については，精神疾患の予防から措置入院制度

の運用，退院後支援に関して支援を行いつつ，時には人権

を制約することもある制度を適切に運用するという使命が

ある．このため，制度に対する十分な理解と，専門職とし

て本人の立場に立ちバランスのとれた判断を行っていくこ

とが常に求められる．同時に，措置入院以外の福祉・保

健・医療制度も見据えて支援する知識も求められるため，

専門職の確保とその専門性の拡充が必要であり，そのこと

が関係機関を含めた切れ目のない支援を行うきっかけとな

ると考える．また，いかに措置入院に至らない支援を行う

かを考えると，身近な市町村で現在も行われている精神保

健を意識した支援を法律上にも位置づけるなど，市町村の

役割の再検討が改めて必要となるのではないだろうか．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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特集　篠崎：行政の措置入院業務の課題と職員の専門性

Administrative Measures：
Issues Related to Hospitalization and Expertise of Staff

Yasuyuki SHINOZAKI

Japan Association of Public Mental Health & Welfare Workers

　　The guidelines for administrative hospitalization indicate specific procedures for the oper-

ation of the system and post‒discharge support, and support by each local government. When 

making decisions to enforce measures that may restrict human rights and subsequent discharge 

support, it is necessary to organize administrative issues, secure the expertise of administrative 

staff who play a central role in the operation of the measures hospitalization system, and estab-

lish a community support system after discharge. In this study, we aimed to examine these 

issues.
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